
 

 

 

 

 

 

公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 

医療事故情報収集等事業 医療安全情報（No.138）の公表について 

 

本財団医療事故防止事業部では、平成１６年度より医療事故情報およびヒヤ

リ・ハット事例の収集・分析等を行う医療事故情報収集等事業を実施していま

す。 

同事業では、特に周知すべき内容として医療安全情報を作成し、事業参加医

療機関等に対しファックス等により提供するとともに、ホームページに掲載し

ています。 

５月１５日（火）に、医療安全情報（No.138）を提供しましたのでご案内い

たします。 

 

詳細は、本事業のホームページをご覧ください。 

http://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_138.pdf 

 

以上 

問い合わせ先： 

公益財団法人日本医療機能評価機構    

担当：坂口、横田 

      Tel 03（5217）0252 
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◆３7件のうち、３6件がＣＴ検査の事例です。

画像を確認した後、画像診断報告書を確認しな
かったため、検査目的以外の所見に気付かず、
治療が遅れた事例が報告されています。

「画像診断報告書の確認不足」を医療安全情報Ｎｏ.６３（２０１２年２月）で取り上げま
した。その後、画像診断報告書を確認しなかった事例が３7件報告されていますので
再度情報提供します（集計期間：２０１５年１月１日～２０１８年３月31日）。この情報
は、第５１回報告書「再発・類似事例の分析」の内容をもとに作成しました。

画像検査の流れの一例

画像診断報告書の
確認不足（第２報）

画像診断報告書を
確認しなかった主な背景

画像で検査目的の部位を見て患者に
説明した際、画像診断報告書が作成さ
れておらず、その後見るのを忘れた

ＣＴ検査とＭＲＩ検査を同時期に行い、
MRI検査の結果で診断が確定できた
ため、ＣＴ検査の画像診断報告書を
見なかった

専門領域の読影に自信があり、画像
診断報告書を見なかった

前年の同月の画像診断報告書を当日
の報告書だと誤認した

画像診断報告書を見る習慣がなかった

画像検査を
オーダする

画像を見る

画像検査をする

患者に説明する

画像診断報告書
を見る

追加で説明が
必要な場合、
患者に説明する

画像を作成する

放射線部 主治医

画像診断報告書
を作成する
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画像診断報告書の確認不足（第２報）
事 例 1

外来診察日に肝内胆管癌術後のフォローアップでCT検査を行った。ＣＴ検査後、
主治医は画像を見て患者に説明し、その後画像診断報告書の確認を忘れた。5ヶ月後、
再度CT検査を行った。放射線科医師が過去のCT画像と比較しようとしたところ、
5ヶ月前の画像診断報告書が未読であり、肺癌疑いと記載されていることに気付き、
主治医に連絡した。

事 例 2
外来診察日に腎癌の精査で造影CT検査を行った。医師は外来診察中に画像を見て
患者に説明し、その後画像診断報告書の確認を忘れた。患者が腎癌の手術目的で
入院した際、担当医は3ヶ月前に実施した造影CT検査の画像診断報告書に肝臓に
悪性腫瘍の転移が疑われ精査するよう記載されていることに気付いた。

・「画像検査～画像診断報告書の確認～患者への説明」の流れを整理し、
 業務工程を確立しましょう。

総合評価部会の意見

・画像診断報告書を確認してから患者に説明する。
・画像診断報告書が未読の場合に気付ける仕組みを構築する。

事例が発生した医療機関の取り組み

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区神田三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.med-safe.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページをご覧ください。 http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。


